
○平成２４年３月２日 「子ども・子育て新システムの基本制度について」（少子化社会対策会議決定）

３月３０日 消費税関連法案とともに、平成２４年通常国会に法案を提出

６月１５日 社会保障・税一体改革に関する確認書（自由民主党・公明党・民主党 社会保障・税一体改革（社

会保障部分）に関する実務者会合）

６月２０、２２日「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正す

る法律案（議員立法）」（6/20国会提出）、「子ども・子育て支援法案」と「子ども・子育て支援法及び総

合こども園法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案」修正案（議員修正）（6/22国会提出）

６月２６日 衆議院社会保障と税の一体改革に関する特別委員会及び衆議院本会議で３法案を可決

８月１０日 参議院社会保障と税の一体改革に関する特別委員会及び参議院本会議で３法案を可決・成立

８月２２日 子ども・子育て関連３法を公布

これまでの経緯

＜修正の主なポイント＞

・「総合こども園」の創設に代えて、認定こども園制度を改善（「幼保連携型認定こども園」の認可・指導監督、
財政措置の一本化等）を行う。

新たな「幼保連携型認定こども園」については、既存の幼稚園及び保育所からの移行は義務づけない。

新たな幼保連携型認定こども園の設置主体は、国、地方公共団体、学校法人又は社会福祉法人とする。

・指定制に代えて、都道府県による認可制度を前提としながら、大都市部の保育需要の増大に機動的に対応
できるよう、一定の要件を満たした上で、欠格事由に該当する場合や供給過剰による需給調整が必要な場
合を除き、認可するものとする。

＜政府案の主な内容＞

・学校教育・保育及び家庭における養育支援を一体的に提供する「総合こども園」を創設する。

・総合こども園、幼稚園、保育所等に指定制を導入し、指定を受けた施設等に対して共通の給付を提供する。

・基礎自治体（市町村）が実施主体となって、地域のニーズに基づき計画を策定、給付・事業を実施する。

・制度ごとにバラバラな政府の推進体制、財源を一元化する。
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趣旨：幼児期の教育及び保育が生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものであることから、認定こども園の充実を
図るとともに、幼保連携型認定こども園について、単一の施設として認可・指導監督等を一本化した上で、学校及
び児童福祉施設としての法的な位置づけを付与し、その設置及び運営その他必要な事項を定める。

概要：
（１）目的規定の修正

◆ 幼児期の教育及び保育が、生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものであることを明記。

（２）幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の充実
◆ 認定の手続（認定基準に適合すれば、欠格事由に該当する場合や供給過剰による需給調整が必要な場合を除き、
認定）、教育及び保育の内容

（３）幼保連携型認定こども園の認可等
◆ 幼保連携型認定こども園の定義
（教育基本法第６条第１項に規定する法律に定める学校であり、児童福祉法第７条第１項に規定する児童福祉施設）
◆ 教育及び保育の目標及び内容（幼保連携型認定こども園保育要領（仮称）の策定等）、入園資格
◆ 設置者（国、地方公共団体、学校法人又は社会福祉法人）
◆ 設備及び運営の基準（国の基準に基づき都道府県等が条例で基準を定める）
◆ 幼保連携型認定こども園に置く職員（園長、保育教諭等）
◆ 職員の資格（保育教諭は幼稚園教諭免許状と保育士資格の併有を原則とすること等）
◆ 設置廃止等の手続（認可基準に適合すれば、欠格事由に該当する場合や供給過剰による需給調整が必要な場合を
除き、認可） 、指導監督

◆ 名称の使用制限、罰則 等

（４）その他
◆ 主務大臣、検討規定（幼稚園の教諭の免許及び保育士の資格について、一本化含め、その在り方を検討等）、

幼保連携型認定こども園に関する特例、保育教諭等の資格の特例 等

施行日：子ども・子育て支援法の施行の日から施行（※認可の手続き等の準備行為は公布の日から施行）

認定こども園法の一部改正法の概要
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趣旨： 認定こども園、幼稚園、保育所を通じた共通の給付（「施設型給付」）及び小規模保育等への給付
（「地域型保育給付」）の創設、地域の子ども・子育て支援の充実のための所要の措置を講ずる。

概要：

（１）総則

◆ 子ども・子育て支援法の目的、基本理念、責務規定（市町村・都道府県・国・事業主・国民の責務）、定義規定 【第1条～第7条】

（２）子ども・子育て支援給付
◆ 子どものための現金給付（児童手当法の定めるところにより支給される旨を規定。） 【第８条～第10条】
◆ 子どものための教育・保育給付（支給認定（要保育認定等）、施設型給付・地域型保育給付、所得に応じた利用者負担）

【第11条～第30条】
（３）給付対象施設・事業者（施設型給付：認定こども園・幼稚園・保育所、地域型保育給付：家庭的保育・小規模保育等）
◆ 施設・事業者の確認手続、基準、責務、確認の取消し、業務管理体制の整備、指導監督

【第31条～第41条、第43条～第53条、第55条～第57条】

◆ 施設・事業者に対し、利用を希望する子どもの利用についての市町村のあっせん及び要請 【第42条、第54条】

◆ 施設・事業者に係る教育・保育の内容や施設等の運営状況等の情報の報告義務、都道府県による当該情報の公表 等 【第58条】

（４）地域子ども・子育て支援事業
◆ 利用者支援、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業、乳児家庭全戸訪問事業、延長保育事業、病児・病後児保育事業、放課後児

童クラブ、妊婦健診 等 【第59条】

（５）子ども・子育て支援事業計画
◆ 国の基本指針（子ども・子育て支援の意義、提供体制の確保のための参酌基準等）、市町村子ども・子育て支援事業計画の策定、都

道府県子ども・子育て支援事業支援計画の策定 【第60条～第64条】

（６）費用等
◆ 給付・事業に応じた国・地方の費用負担、交付金の交付及び補助、事業主拠出の充当範囲、拠出金率の上限(1.5‰以内で政令で定める)
（７）子ども・子育て会議等 【第65条～第71条】

◆ 子ども・子育て会議の設置、組織、権限及び運営、市町村等の合議制機関の設置努力義務 等 【第72条～第77条】
（８）雑則【第78条～第82条】
（９）罰則 【第83条～第87条】
（10）附則
◆ 幼稚園教諭・保育士等の処遇改善・人材育成の検討、行政組織の在り方の検討、次世代育成支援対策推進法延長の検討、

安定財源の確保、私立保育所への委託費の支払 等 【附則第2条、第3条、第6条】

施行日：政令で定める日から施行（※）(恒久財源を得て早期に本格実施。具体的な期日については、税制抜本改革による消費税の引き上げの
時期を踏まえるとともに、地方公共団体での円滑な実施に向けた準備に一定期間を要することも考慮して検討)
※給付対象施設・事業者の確認の手続き等の準備行為は公布の日、子ども・子育て会議等は平成２５年４月１日、待機児童解消のための先行的な
事業は政令で定める日等から段階的に施行 【附則第1条】

子ども・子育て支援法の概要
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趣旨：子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を
改正する法律の施行に伴い、児童福祉法など五十五の関係法律について規定を整備する。

概要：
（１）児童福祉法の一部改正

① 児童福祉法第２４条の改正
◆ 保育所での保育は、市町村が保育の実施義務を担う（現行どおり）
◆ 小規模保育等の提供体制の確保義務
◆ 利用のあっせん、要請
◆ 待機児童がいる市町村が利用調整 ※当分の間は全市町村が利用調整を実施
◆ 虐待等の入所の措置（あっせん、要請等で入所ができない場合の措置を追加）

② 保育所の認可制度の改正
◆ 大都市部の保育需要の増大に機動的に対応できるよう改正
(ⅰ) 社会福祉法人及び学校法人以外の者に対しては、客観的な認可基準への適合に加えて、

経済的基礎、社会的信望、社会福祉事業の知識経験に関する要件を満たすことを求める。
(ⅱ) その上で、欠格事由に該当する場合や供給過剰による需給調整が必要な場合を除き、

認可するものとする。

③ 小規模保育等の認可を規定
◆ 小規模保育等について、市町村が認可する仕組みを規定（規定内容は保育所の認可と同様）

④ 放課後児童健全育成事業の改正
◆ 対象年齢の見直し（おおむね10歳未満の小学生→小学生）
◆ 基準の法定（具体的基準は条例制定、人的要件（従事する者・員数）は従うべき基準） 等

（２）内閣府設置法の一部改正
①認定こども園法に関する事務、子ども・子育て支援法に関する事務を所掌事務に追加
②子ども・子育て会議を設置、子ども・子育て本部を設置

施行日：子ども・子育て支援法の施行の日から施行（※認可の手続き等の準備行為は公布の日から施行）

子ども・子育て支援法及び認定こども園法の一部改正法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の概要
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○就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律（抄）

附則
（検討）

第二条 政府は、幼稚園の教諭の免許及び保育士の資格について、一体化を含め、その在り方について検討を加え、必要があると認める
ときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

２ 政府は、前項に定める事項のほか、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、
この法律による改正後の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（以下「新認定こども園法」という。）
の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

○子ども・子育て支援法（抄）
附則

（検討）
第二条 政府は、総合的な子ども・子育て支援の実施を図る観点から、出産及び育児休業に係る給付を子ども・子育て支援給付とすること

について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

２ 政府は、平成二十七年度以降の次世代育成支援対策推進法（平成十五年法律第百二十号）の延長について検討を加え、 必要がある
と認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

３ 政府は、質の高い教育・保育その他の子ども・子育て支援の提供を推進するため、幼稚園教諭、保育士及び放課後児童健全育成事業
に従事する者等の処遇の改善に資するための施策の在り方並びに保育士資格を有する者であって現に保育に関する業務に従事して
いない者の就業の促進その他の教育・保育その他の子ども・子育て支援に係る人材確保のための方策について検討を加え、必要がある
と認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

４ 政府は、この法律の公布後二年を目途として、総合的な子ども・子育て支援を実施するための行政組織の在り方について検討を加え、
必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

５ 政府は、前各項に定める事項のほか、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるとき
は、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

（財源の確保）
第三条 政府は、教育・保育その他の子ども・子育て支援の量的拡充及び質の向上を図るための安定した財源の確保に努めるものとする。

＊下線部分が修正協議を踏まえ追加された規定

修正協議を踏まえ法律に盛り込まれた検討事項
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衆議院 社会保障と税の一体改革に関する特別委員会における附帯決議（平成24年6月26日 ）

政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。

１ 制度施行までの間、安心こども基金の継続・充実を含め、子ども・子育て支援の充実のために必要な予算の確保に特段の
配慮を行うものとすること。

２ 妊婦健診の安定的な制度運営の在り方について検討を加え、その結果に基づいて所要の施策を講ずるものとすること。

３ 幼児教育・保育の無償化について、検討を加え、その結果に基づいて所要の施策を講ずるものとすること。

４ 新たな給付として創設される施設型給付を受けない幼稚園に対する私学助成及び幼稚園就園奨励費補助の充実に努める
ものとすること。

５ 新たな給付として創設される施設型給付及び地域型保育給付の設定に当たっては、認定こども園における認可外部分
並びに認可基準を満たした既存の認可外保育施設の給付について配慮するとともに、小規模保育の普及に努めること。

６ 放課後児童健全育成事業の対象として、保護者の就労だけでなく、保護者の疾病や介護なども該当することを地方自治体
をはじめ関係者に周知すること。

（１／１）
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参議院 社会保障と税の一体改革に関する特別委員会における附帯決議（平成24年8月10日 ）

政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。

１ 施設型給付等については、幼保間の公平性、整合性の確保を図るとともに、受け入れる子どもの数にかかわらず施設が存
続していく上で欠かせない固定経費等への配慮が不可欠であることにも十分留意して、定員規模や地域の状況など、施設
の置かれている状況を反映し得る機関補助的な要素を加味したものとし、その制度設計の詳細については関係者も含めた
場において丁寧に検討すること。

２ 施設型給付及び地域型保育給付の設定に当たっては、認定こども園における認可外部分並びに認可基準を満たした既存
の認可外保育施設の給付について配慮するとともに、小規模保育、家庭的保育、居宅訪問型保育及び事業所内保育の普
及に努めること。

３ 施設型給付、地域型保育給付等の設定に当たっては、三歳児を中心とした職員配置等の見直し、保育士・教員等の
待遇改善等、幼稚園・小規模保育の〇から二歳保育への参入促進など、幼児教育・保育の質の改善を十分考慮すると
ともに、幼稚園や保育所から幼保連携型認定こども園への移行が進むよう、特段の配慮を行うものとすること。

４ 施設整備に対する交付金による支援については、現行児童福祉法第五十六条の二の規定に基づく安心こども基金からの
施設整備補助（新設、修理、改造、拡張又は整備に要する費用の四分の三以内。耐震化その他の老朽化した施設の改築
を含む。）の水準の維持を基本とすること。また、給付費・委託費による長期に平準化された支援との適切な組合せにより、
それぞれの地域における保育の体制の維持、発展に努めること。

（１／３）
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５ 保育を必要とする子どもに関する施設型給付、地域型保育給付等の保育単価の設定に当たっては、施設・事業者が、短時
間利用の認定を受けた子どもを受け入れる場合であっても、安定的、継続的に運営していくことが可能となるよう、特段の
配慮を行うものとすること。

６ 大都市部を中心に待機児童が多数存在することを踏まえるとともに、地方自治体独自の認定制度が待機児童対策として大
きな役割を果たしていることを考慮し、大都市部の保育所等の認可に当たっては、幼児教育・保育の質を確保しつつ、地方
自治体が特例的かつ臨時的な対応ができるよう、特段の配慮をすること。

７ 市町村による地域の学校教育・保育の需要把握や、都道府県等による認定こども園の認可・認定について、国として指針
や基準を明確に示すことにより、地方公共団体における運用の適正を確保すること。

８ 新たな幼保連携型認定こども園の基準は、幼児期の学校教育・保育の質を確保し、向上させるものとすること。

９ 現行の幼保連携型認定こども園以外の認定こども園からの新たな幼保連携型認定こども園への移行の円滑化及び支援に
配慮すること。

10 特別支援教育のための人材の確保と育成により幼児期の特別支援教育の充実を図ること。

11 安心こども基金については、その期限の延長、要件の緩和、基金の拡充等を図り、新制度施行までの間の実効性を伴っ
た活用しやすい支援措置となるよう改善すること。その際には、現行の幼稚園型や保育所型の認定こども園における認可
外部分に対して、安心こども基金が十分に活用されるよう、特に留意すること。

12 新制度により待機児童を解消し、すべての子どもに質の高い学校教育・保育を提供できる体制を確保しつつ、幼児教育・
保育の無償化について検討を加え、その結果に基づいて所要の施策を講ずるものとすること。当面、幼児教育に係る利
用者負担について、その軽減に努めること。

（２／３）



37

13 施設型給付、地域型保育給付等の利用者負担は、保護者の所得に応じた応能負担とし、具体的な水準の設定に当たって
は、現行の幼稚園と保育所の利用者負担の水準を基に、両者の整合性の確保に十分配慮するものとすること。

14 施設型給付を受けない幼稚園に対する私学助成及び幼稚園就園奨励費補助の充実に努めるものとすること。

15 幼児教育・保育・子育て支援の質・量の充実を図るためには、一兆円超程度の財源が必要であり、今回の消費税率の引
上げにより確保する〇・七兆円程度以外の〇・三兆円超について、速やかに確保の道筋を示すとともに、今後の各年度の
予算編成において、財源の確保に最大限努力するものとすること。

16 放課後児童健全育成事業をはじめとする地域子ども・子育て支援事業については、住民のニーズを市町村の事業計画に
的確に反映させるとともに、市町村の事業計画に掲げられた各年度の取組に応じて、住民にとって必要な量の確保と質の
改善を図るための財政支援を行う仕組みとすること。

17 放課後児童健全育成事業の対象として、保護者の就労だけでなく、保護者の疾病や介護なども該当することを地方
自治体をはじめ関係者に周知すること。

18 妊婦健診の安定的な制度運営の在り方について検討を加え、その結果に基づいて所要の施策を講ずるものとすること。

19 ワーク・ライフ・バランスの観点から、親が子どもとともに家族で過ごす時間や地域で過ごす時間を確保できるよう国民の
働き方を見直し、家族力や地域力の再生と向上に取り組むこと。

右決議する。

（３／３）



社会保障・税一体改革に関する確認書（平成24年６月15日）（子育て関連部分）

① 認定こども園法の一部改正法案を提出し、以下を措置する。

○ 幼保連携型認定こども園について、単一の施設として認可・指導監督等を一本化した上で、学校及び児童福祉施設として
の法的位置づけを持たせる。

○ 新たな幼保連携型認定こども園については、既存の幼稚園及び保育所からの移行は義務づけない。

○ 新たな幼保連携型認定こども園の設置主体は、国、地方公共団体、学校法人又は社会福祉法人とする。

② 子ども・子育て支援法案については、以下のように修正する。

○ 認定こども園、幼稚園、保育所を通じた共通の給付（「施設型給付」）及び小規模保育等への給付（「地域型保育給付」）

創設し、市町村の確認を得たこれらの施設・事業について財政支援を行う。

○ ただし、市町村が児童福祉法第24条に則って保育の実施義務を引き続き担うことに基づく措置として、
民間保育所については、現行どおり、市町村が保育所に委託費を支払い、利用者負担の徴収も市町村が行うものとする。

○ 保育の必要性を市町村が客観的に認定する仕組みを導入する。

○ この他、市町村が利用者支援を実施する事業を明記するなどの修正を行う。

○ 指定制に代えて、都道府県による認可制度を前提としながら、大都市部の保育需要の増大に機動的に対応できる仕組み

を導入する（児童福祉法の改正）。
その中で、社会福祉法人及び学校法人以外の者に対しては、客観的な認可基準への適合に加えて、経済的基礎、

社会的信望、社会福祉事業の知識経験に関する要件を満たすことを求める。
その上で、欠格事由に該当する場合や供給過剰による需給調整が必要な場合を除き、認可するものとする。

○ 地域需要を確実に反映するため、認可を行う都道府県は、実施主体である市町村への協議を行うこととする。

○ 小規模保育等の地域型保育についても、同様の枠組みとした上で、市町村認可事業とする。

③ 関係整備法案については、児童福祉法第24条等について、保育所での保育については、市町村が保育の実施義務を
引き続き担うこととするなどの修正を行う。

④ 上記の修正にあわせて、内閣府において子ども・子育て支援法及び改正後の認定こども園法を所掌する体制を
整備することなど所要の規定の整備を行う。
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⑤ その他、法案の附則に所要の検討事項を盛り込む。

○ 政府は、幼稚園の教諭の免許及び保育士の資格について、一体化を含め、その在り方について検討を加え、

必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

○ 政府は、質の高い教育・保育の提供のため、幼稚園教諭、保育士及び放課後児童クラブ指導員等の処遇の改善

のための施策の在り方並びに潜在保育士の復職支援など人材確保のための方策について検討を加え、必要がある

と認めるときは、その結果に基づいて所要の施策を講ずるものとする。

○ 政府は、幼児教育・保育・子育て支援の質・量の充実を図るため、安定財源確保に努めるものとする。

○ 政府は、この法律の施行後２年を目途として、総合的な子ども・子育て支援を実施するための行政組織の在り

方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

○ 政府は、次世代育成支援対策推進法の平成２７年度以降の延長について検討を加え、必要があると認めるとき

は、その結果に基づいて所要の施策を講ずるものとする。

⑥ 幼児教育・保育・子育て支援の質・量の充実を図るため、今回の消費税率の引き上げによる財源を含めて

１兆円超程度の財源が必要であり、政府はその確保に最大限努力するものとする。
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【認定こども園法の一部改正のポイント】

（１）認定こども園法の目的規定の改正
・幼児期の教育及び保育が、生涯にわたる人格形成の基礎を

培う重要なものであることを明記

（２）幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の充実
・認定の手続、教育及び保育の内容
※幼稚園型、保育所型、地方裁量型は、現行通り。
※認定基準に適合すれば、欠格事由に該当する場合や供給過剰による

需給調整が必要な場合を除き、認定するものとする。

（３）幼保連携型認定こども園の認可等
・幼保連携型認定こども園の定義、
・教育及び保育の目標及び内容、入園資格
・設置者：国、地方公共団体、学校法人、社会福祉法人
・設備及び運営の基準、職員の資格、設置廃止等の手続、
指導監督、名称の使用制限、罰則 等

※既存の幼稚園及び保育所からの移行は義務付けない
※認可基準に適合すれば、欠格事由に該当する場合や供給過剰による

需給調整が必要な場合を除き、認可するものとする。

（４）その他
・主務大臣、検討規定、幼保連携型認定こども園に関する特例、

保育教諭等の資格の特例 等
・附則に次の検討事項を盛り込む。

・幼稚園の教諭の免許及び保育士の資格について、一本化
含め、その在り方を検討。

・制度の施行状況を踏まえ、施行後５年を目途に見直しを検討。

（１）総則 （目的、定義）
（２）総合こども園の教育及び保育の目標等

・教育及び保育の目標及び内容、入園資格 等
（３）総合こども園の設置等

・設置者：国、地方公共団体、学校法人、社会福祉法人、
一定の要件を満たした株式会社・NPO等の法人

・区分経理・配当制限
・設備及び運営の基準、職員の資格、設置廃止等の手続

き、指導監督 等
（４）雑則 （５）罰則 （６）附則

〈参考：総合こども園法（政府案）〉

〈認定こども園法の一部改正〉

○ 認定こども園の課題である、二重行政を解消するもの。

○ 認定こども園法の一部改正により、幼保連携型認定こども園について、単一の施設として認可・指導監督等を一本化した上で、
学校及び児童福祉施設としての法的な位置づけをもたせるための修正を行う（既存の幼稚園及び保育所からの移行は義務付
けない。）。

○ また、新たな幼保連携型認定こども園の設置主体は、国、地方公共団体、学校法人又は社会福祉法人とする。

〈現行の認定こども園法〉

（１）総則
（目的、定義）

（２）認定こども園に関する認定手続き等
（教育・保育等を総合的に提供する施設の認定等、認定
の申請、認定の有効期間等）

※幼保連携型、幼稚園型、保育所型、地方裁量型

（３）認定こども園に関する特例

（４）罰則
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【子ども・子育て支援法の議員修正ポイント】

(1) 子ども・子育て支援給付
① 子どものための現金給付（児童手当法による給付）
② 子どものための教育・保育給付

・ 支給認定
・ 施設型給付

認定こども園、幼稚園、保育所を通じた共通の給付
※ただし、市町村が児童福祉法第24条に則って保育の実施義務を

行うことに基づく措置として、私立保育所については現行どおり、
市町村が委託費を支払い、利用者負担の徴収も市町村が行う。

・ 地域型保育給付（小規模保育等への給付）

(2) 給付対象施設・事業者
・ 市町村の確認を得た認可施設・事業者を対象に給付を行う。

(3) 地域子ども・子育て支援事業
・ 市町村が利用者支援を実施する事業を明記。

(4)
(5)
(6) 地方の子ども・子育て会議の設置を努力義務化

(7) 附則に次の検討事項を追加。
・ 幼稚園教諭、保育士等の処遇改善や人材確保の検討
・ 法律の公布後２年を目途として、総合的な子ども・子育て支援を実施

するための行政組織の在り方を検討
・ 幼児教育・保育・子育て支援の質・量の充実を図るため安定財源確保
・ 次世代育成支援対策推進法の延長の検討

(1) 子ども・子育て支援給付

① 子どものための現金給付（児童手当法による給付）
② 子どものための教育・保育給付

・ 支給認定
・ こども園給付

こども園（総合こども園、幼稚園、乳児保育所、届出保
育施設（基準を満たした認可外保育施設））を通じた共通
の給付

・ 地域型保育給付（小規模保育等への給付）

(2) 給付対象施設・事業者（指定制）
・ 市町村の指定を受けた施設・事業者を対象に給付を行
う。

(3) 地域子ども・子育て支援事業

(4) 子ども・子育て支援事業計画
(5) 費用等
(6) 子ども・子育て会議等

(7) その他
・ 制度の施行状況を踏まえ、施行後５年を目途に 見直し
を検討。

〈政府案〉 〈修正後〉

○ 認定こども園、幼稚園、保育所を通じた共通の給付や小規模保育等への給付を創設し、給付・事業に対する共通の財政支援の仕組み
を作る。

○ 上記を前提に、①認定こども園、幼稚園、保育所を通じた共通の給付を創設、②指定制に代えて、市町村の確認を得た認可施設等を対
象に給付、③市町村が利用者支援を実施する事業を明記、④保育士等の処遇改善・行政組織の在り方・安定財源の確保・次世代育成支
援対策推進法の延長についての検討規定を盛り込むための修正を行う。

修正なし
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(1) 認定こども園法の廃止規定の削除

(2) 児童福祉法の一部改正
① 各事業の定義の明記

・ 保育所は乳児・幼児（０～５歳児）を保育する施設

② 児童福祉法第２４条の改正
・ 保育所での保育は、市町村が保育の実施義務を担う（現行どおり）

・ 小規模保育等の提供体制の確保義務
・ 利用のあっせん、要請
・ 待機児童がいる市町村が利用調整

※当分の間は全市町村が利用調整を実施
・ 虐待等の入所の措置（あっせん、要請等で入所ができない場合の

措置を追加）

③ 保育所の認可制度の改正
・ 大都市部の保育需要の増大に機動的に対応できるよう改正
(ⅰ) 社会福祉法人及び学校法人以外の者に対しては、客観的な認可基準への

適合に加えて、経済的基礎、社会的信望、社会福祉事業の知識経験に関する要件
を満たすことを求める。

(ⅱ) その上で、欠格事由に該当する場合や供給過剰による需給調整が必要な場合を
除き、認可するものとする。

④ 小規模保育等の認可を規定
・ 小規模保育等について、市町村が認可する仕組みを規定
（規定内容は保育所の認可と同様）

(3) 内閣府設置法の改正
・ 認定こども園法に関する事務、子ども・子育て支援法に関する
事務を所掌事務に追加。

(4) その他所要の改正

(1) 認定こども園法の廃止

(2) 児童福祉法の一部改正
① 各事業の定義の明記

・ 保育所は満３歳未満児を保育する施設
※満３歳以上を保育する保育所は総合こども園に移行

② 児童福祉法第２４条の改正
・ 市町村の保育の提供体制の確保義務
・ 利用のあっせん・要請
・ 待機児童がいる市町村が利用調整
・ 虐待等の入所の措置

等
③ 保育所の認可

④ 小規模保育等の届出

(3) 内閣府設置法の改正
・ 総合こども園法に関する事務、 子ども・子育て支援法に関す
る事務を所掌事務に追加。

(4) その他所要の改正

〈政府案〉 〈修正後〉

○ 関係整備法については、児童福祉法について①児童福祉法第２４条等について、保育所での保育については、市町村が保育
の実施義務を引き続き担うこととすること、②指定制に代えて都道府県の認可制度を前提としながら、大都市部の保育需要の
増大に機動的に対応できる仕組みを導入すること、③小規模保育等を市町村認可事業とすること、④その他所要の規定の整備、
などを行うための修正を行う。

【子ども・子育て支援法及び認定こども園法の一部改正法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律のポイント】
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